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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景及び目的 

２ 計画の位置付け 

３ 計画の期間 

４ 計画の策定体制 
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１ 計画策定の背景及び目的 

 全国的な少子高齢化や人口減少に伴い、高齢者世帯の核家族化・単身化の進

行や価値観の多様化、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年問題など、様々な

社会環境の変化と相まって、地域コミュニティの希薄化による地域の支え合い

や活力の低下が懸念されています。また、子どもの保育、高齢者の孤独死や認

知症、ひきこもり、障がいのある人や生活困窮者及び就労困難者の自立・就労

支援など、福祉サービスに対するニーズも複雑かつ多様化し、行政のみでは対

応しきれない地域生活での課題が浮き彫りとなっています。 

 このため、福祉サービス等の利便性向上のほか、健康・予防医療及び介護福

祉事業までが連携する地域包括ケアシステム1の構築に加え、多様な分野との連

携による総合的な相談・支援体制の構築に向けた取組が急務となっています。 

 当市においても同様であることから、すべての市民が住み慣れた地域で役割

を持ち、お互いに支え合っていく地域共生社会の実現に向けた指針として「弘

前市地域福祉計画」を策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置付け 

 本計画は、社会福祉法第 107 条に規定される「市町村地域福祉計画」として

策定するものです。 

 また、市の将来を見据えたまちづくりの方針を掲げる弘前市総合計画と整合

を図るとともに、健康福祉の推進に関する各種計画と連携しながら、地域共生

社会の実現に向けた指針として本計画を推進します。なお、各種計画と本計画

の対象分野が重なる部分については、他の計画の全部又は一部をもって、地域

福祉計画の一部と見なします。 

 さらには、弘前市社会福祉協議会2が今後策定することとしている「地域福祉

活動計画3」との連携も図ります。 

 

 

                                                   
1 地域包括ケアシステム 高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域にお

いて継続して生活できるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供

される体制。 
2 社会福祉協議会 地域福祉に関する活動を通じ、地域福祉推進の中核としての役割を担う、

社会福祉法に基づき各自治体に設置される民間非営利組織の社会福祉法人。 
3 地域福祉活動計画 地域における住民の自主的、主体的な福祉活動を進めるにあたっての

指針となる行動計画。 
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《イメージ図》 
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３ 計画の期間 

 本計画の期間は、終期を弘前市総合計画の前期基本計画に合わせ、2018（平

成 30）年度から 2022 年度までの 5 年間とします。 

また、期間中においても社会経済情勢の変化や制度改正等に柔軟かつ的確に

対応できるよう、必要に応じて見直しを行います。 

 

《計画の期間》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の策定体制 

 本計画の策定又は変更にあたっては、「弘前市社会福祉問題対策協議会」の意

見をもとに行っていきます。また、計画の点検、評価、見直しについても「弘

前市社会福祉問題対策協議会」を踏まえながら行います。 

 

  

年度

弘前市総合計画

弘前市障がい者計画

弘前市障がい福祉計画

20232022202120202019
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201720162015 20182014
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第２章 地域福祉を取り巻く現状と課題 

１ 地域福祉を取り巻く現状 

２ 弘前市の現状 

３ 地域福祉の課題 

４ 現状と課題のまとめ 
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１ 地域福祉を取り巻く現状 

（１）人口減少と少子高齢化の進展 

  我が国の人口は 2010（平成 22）年の 1 億 2,806 万人をピークに減少局面に

入っており、国立社会保障・人口問題研究所の推計（2017（平成 29）年推計・

出生中位仮定による推計）によると、2065 年には 8,808 万人に減少すると見

込まれています。高齢化率4は、2015（平成 27）年の 26.6％から、2065 年に

は 38.4％に増加すると推計されています。一方、年少人口割合は、2015（平

成 27）年の 12.5％から、2065 年には 10.2％に減少すると推計されています。 

  当市の総人口は、1995(平成 7)年の 19.4 万人をピークに減少に転じ、国立

社会保障・人口問題研究所による将来推計では、2040 年に 13.1 万人まで減少

する見込みです。また、高齢化率は一貫して増加しており、2015（平成 27）

年には 29.4％となっていますが、2040 年には 37.8％となる見込みです。なお、

高齢人口自体は 2025 年から 2030 年をピークに減少に転じますが、75 歳以上

の人口の割合が高まっていくことが想定され、団塊世代が 75歳を迎える 2025

年には、約 2 割に達する見込みです。 

  このように、我が国では人口減少や少子高齢化が急速に進んでおり、この

状況は当市においても同様の傾向にあります。 

 人口構造が大きく変化する中で、担い手不足の深刻化や地域コミュニティの

希薄化による地域の支え合いをはじめとした地域活力の低下などが懸念され

ており、これらが深刻化する前に対策を講じることが市の喫緊の課題となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 高齢化率 65 歳以上人口が総人口に占める割合。 
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図 1 人口の推移と将来人口推計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新たな地域課題の顕在化と地域活動の現状 

  人口減少や少子高齢化による社会環境の変化への対応に加え、共働き世帯

の増加による子育て支援に係るニーズの多様化、高齢者の認知症や孤独死、

様々な課題を抱え生活や仕事に不安を抱き支援を必要とする高齢者、ひとり

親家庭の母等、障がい者、若年無業者、ひきこもりの方などに対する包括的

な相談支援及び就労支援への対応が求められています。 

  これらの課題は、原因や背景は多種多様であり、その未然防止と早期発見・

早期対策には、地域住民同士による見守りや支え合いのほか、住民と関係団

体、行政との連携による地域福祉の推進が必要です。 

地域住民の相互扶助機能の低下やつながりの希薄化にあっても、一方では地

域課題の解決や地域活性化に向けた市民活動が着実に広がっています。 

 

 

出所：国勢調査 弘前市人口ビジョン、2020年以降は推計値 
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 当市においては、福祉分野における市民団体が増加しており、また、地域包

括支援センター5や在宅介護支援センター6などにより、高齢者等の状況を身近

な地域で把握し、相談や支援に対応できる体制が整ってきています。 

  さらに、「弘前市協働によるまちづくり基本条例」を平成 27 年 3 月に制定

し、同年 4 月 1 日から施行しています。この条例では、まちづくりの基本的

な考え方である基本理念や市民などのまちづくりの担い手の役割や仕組みを

定めており、市民等・議会・行政が適切な役割分担のもとに協力し合い、地

域特性を生かした住民の主体性を尊重した地域社会が実現することを目指し

ています。 

 

（３）地域福祉を取り巻く社会福祉制度の主な変革 

 1990 年 

 ・老人福祉法等改正： 

    初めて在宅福祉サービスの位置付けを明確化。 

 

 1994 年 

 ・「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基

本的な指針」の告示： 

    国民の自主性、自発性を尊重しつつ、誰でも、いつでも、気軽にボラ

ンティア活動に参加できるよう助成や社会的評価の向上を図る。 

 

 2000 年 

 ・社会福祉事業法改正： 

    「地域福祉の推進」が基本理念の一つとして明確に掲げられる。この

ほか、介護保険法施行。 

 

 2005 年 

 ・介護保険法改正： 

    「予防重視型システムへの転換」と「施設給付の見直し」などの実現

                                                   
5 地域包括支援センター 高齢者への総合的な生活支援の窓口となる地域機関。市町村また

は市町村から委託された法人が運営し、介護予防の拠点として高齢者本人や家族からの相

談に対応し、介護、福祉、医療、虐待防止など必要な支援が継続的に提供されるように調

整する。 
6 在宅介護支援センター 地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な保健・福祉サ

ービスが受けられるように行政機関・サービス提供機関・居宅介護支援事業所等との連絡

調整を行う機関。 
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を図る。 

 ・障害者自立支援法施行： 

    「障害者の福祉サービスを“一元化”」や「障害者がもっと“働ける社

会”に」、「公平なサービス利用のための“手続きや基準の透明化、明確

化”」などを柱とする。 

 

 2012 年 

 ・介護保険法改正： 

    高齢者が地域で自立した生活を営むことができるようにするために、

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地

域包括ケアシステム」の実現を図る。 

 ・子ども・子育て関連 3 法制定： 

    認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育等

への給付の創設や、認定こども園制度の改善、地域の子ども・子育て支

援事業の充実などが図られることを目的とする。 

 

 2013 年 

 ・障害者総合支援法施行： 

    法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、

社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に

資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として

新たに掲げる。 

 

 2014 年 

 ・医療介護総合確保推進法制定： 

    在宅医療・介護連携の推進、生活支援・介護予防サービスの充実、新

しい介護予防・日常生活支援総合事業への見直し、認知症施策の推進な

どを目的とする。 

 ・生活困窮者自立支援法制定： 

    生活保護に至っていない生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、

住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずるこ

とを目的とする。 

 ・生活保護法改正： 

    就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を

行うための所要の措置を講ずる。 
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 2015 年 

 ・誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 －新たな時代に

対応した福祉の提供ビジョン－ 策定： 

    新しい地域包括支援体制の確立、生産性の向上と効率的なサービス支

援体制の確立、総合的な福祉人材の確保・育成を目的とする。 

 

 2016 年 

 ・ニッポン一億総活躍プランの閣議決定： 

    子ども・高齢者・障がい者等すべての人々が地域、暮らし、生きがい

を共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指す。 

    「地域共生社会」の具体化を図るため、「我が事・丸ごと」地域共生社

会実現本部を厚生労働省内に設置。 

 

 2017 年 

 ・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

制定： 

    高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を

図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを

必要とする方に必要なサービスが提供されることを目的とする。 

 

 

２ 弘前市の現状 

 

（１）人口と世帯数の推移 

  当市の世帯数は、一貫して増加傾向にある一方で総人口が減少しており、

単独世帯及び核家族世帯が増加しています。また、世帯構成では、高齢単身

世帯及び高齢夫婦世帯が急速に増加しています。世帯数に占める割合では、

特に高齢単身世帯の伸びが右肩上がりで 2000（平成 12）年に高齢夫婦世帯を

上回り、直近の 2015（平成 27）年では 12.2％に達しています。【図 2・図 3】 
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図 2 人口と世帯数の推移 

図 2 人口と世帯数の推移 

図 3 世帯数の推移と高齢世帯の割合 
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（２）地域コミュニティの状況 

地域コミュニティの核となる町会の加入率は減少傾向にあります。【図 4】 

一方、市民活動を支援する「市民参加型まちづくり 1％システム支援事業」

の事業支援数、交付額は年々増加傾向にあります。【図 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：弘前市市民協働政策課 

出所：町会活動に関するアンケート調査報告書 

図 5 市民参加型まちづくり 1％システム支援事業の 

事業支援数及び交付額 

図 4 町会加入率の推移 
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図 6 平均寿命の推移 

（３）平均寿命の推移 

  当市の 2015（平成 27）年の平均寿命は、男性が 79.0 歳、女性が 86.2 歳と

なっております。平均寿命は男女ともに徐々に長くなっていますが、全国平

均（男性 80.8 歳、女性 87.0 歳）と比べると短い状況にあります。【図 6】 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要介護認定者の推移 

  当市の要介護認定率は、全国や青森県平均に比べ高いものの、減少傾向に

あります。また、要介護認定者は、高齢者人口及び高齢化率が増加している

中で概ね横ばいとなっています。【図 7】 
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図 7 要介護認定者の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：介護保険事業状況報告（各年 9 月末現在）  

（単位：人、％）
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（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

2017
（H29）

10,657 11,064 11,004 10,916 10,737 10,691

1,255 1,254 1,270 1,277 1,238 1,213

構成比 11.8 11.3 11.5 11.7 11.5 11.3

9,116 9,549 9,484 9,405 9,280 9,259

構成比 85.5 86.3 86.2 86.2 86.4 86.6

286 261 250 234 219 219

構成比 2.7 2.4 2.3 2.1 2.1 2.1

21.6 22.0 21.3 20.6 19.9 19.6

18.8 19.2 19.2 19.1 18.7 18.3

18.0 17.8 17.9 18.0 18.0 18.0

（単位：人）

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27年）

2016
（H28）

2017
（H29）

1,569 1,703 1,625 1,715 1,649 1,522

1,164 1,241 1,277 1,286 1,279 1,320

1,710 1,880 1,874 2,042 2,158 2,168

2,386 2,348 2,272 2,101 1,880 1,893

1,459 1,493 1,553 1,368 1,369 1,369

1,223 1,227 1,261 1,280 1,319 1,342

1,146 1,172 1,142 1,124 1,083 1,077

10,657 11,064 11,004 10,916 10,737 10,691

区分

認定者数

うち前期高齢者

うち後期高齢者

要支援１

うち第２号被保険者

弘前市の認定率

青森県の認定率

全国認定率

区分

合計

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５



 

- 13 - 

  

（５）身体障害者手帳等交付者数の推移 

 ①身体障害者手帳交付者数 

   身体障害者手帳交付数は、平成 29 年度では 8,051 人となっています。 

   年齢別では 65 歳以上の割合が多く、平成 24 年度では 5,915 人（約 71％）

であったものが平成 29 年度では 6,027 人（約 75％）となり、年々増加傾

向にあります。【図 8】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②愛護手帳（知的障がい者）交付者数 

愛護手帳交付者数は、平成 29 年度では 1,475 人で、平成 24 年度との比較

では 159 人の増となっています。徐々にではありますが、65 歳以上の高齢者

が増加傾向にあります。【図 9】 

 

 

 

 

 

出所：社会福祉の概況（各年 3 月末現在） 

図 8 身体障害者手帳交付者数の推移 
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③精神障害者保健福祉手帳交付者数 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は、平成 29 年度では 1,754 人で、平成 24

年度との比較では 338 人の増となっています。知的障がい者同様、徐々にで

はありますが、65 歳以上の高齢者が増加傾向にあります。【図 10】 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 9 愛護手帳交付者数の推移 

出所：社会福祉の概況（各年 3 月末現在） 
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（６）保育所（園）等の定員・充足率、学齢前児童数の推移 

学齢前児童数（0 歳～5 歳）の推移をみると、平成 24 年度の 7,620 人から

平成 29 年度では 7,115 人となっており、一貫して減少傾向で推移しています。 

 保育所（園）の状況では、定員はほぼ横ばいとなっておりますが、平成 27

年度から認定こども園が集計に含まれたことから、定員が増加しました。 

  また、充足率は平成 24 年度から平成 26 年度までは 100%前後と高い推移

となっておりましたが、前述のとおり、認定こども園が追加となったことに

伴い、平成 27 年度からは 80%台後半の充足率で推移しています。【図 11】 

 

 

 

 

図 10 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移 

出所：社会福祉の概況（各年 3 月末現在） 
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（７）生活保護世帯の状況 

生活保護世帯数は増加傾向にあります。生活保護世帯数及び保護人員は増減

があるものの、概ね横ばいとなっております。また、生活保護一世帯当たりの

人員が減少傾向にあり、単身世帯の増加がみられます。【図 12・13】 

  年齢別の保護人員をみると、65 歳以上の高齢者の割合が約 6 割を占めていま

す。【図 14】 

 

 

 

 

 

 

出所：社会福祉の概況（各年 4 月 1 日） 
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図 11 保育所(園)の定員・充足率、学齢前児童数の推移 
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図 13 生活保護世帯 1 世帯当たりの人員の推移（月平均）
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出所：社会福祉の概況 

出所：社会福祉の概況 
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（８）自立相談支援事業の状況 

  平成 27 年度から始まった自立相談支援事業は、新規相談件数が平成 27 年

度は 178 件、平成 28 年度は 268 件、平成 29 年度は 175 件となっています。

【図 15】 

  年齢別でみると、各年度において 50 代の割合が高くなっています。【図 16】 
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図 14 年齢別被保護人員構成（2018.4.現在 合計 4,485 人） 

出所：社会福祉の概況 

図 15 自立相談支援事業新規相談件数の推移 
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（９）民生委員7・児童委員8の活動状況の推移 

民生委員・児童委員（以下、「民生委員等」という。）の活動状況は、相談・

支援件数に加えて延べ活動日数も年々減少しています。相談・支援件数の内訳

をみると、相談件数は減っていますが、高齢者に関することが約 6 割を占めて

います。【図 17】 

  平成 29 年度の民生委員等一人当たりの活動状況は、平均年間相談・支援件

数は約 27 件、平均年間延べ活動日数は 116 日で、減少傾向にあるものの、民

生委員等は一年間の概ね 3 割にも相当する日数を地域での活動に充てている

ことがわかります。【図 18】 

 

 

                                                   
7 民生委員 厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立っ

て相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々。「児童委員」を兼ねる。

（根拠法：民生委員法） 
8 児童委員 地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子

育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。（根拠法：児童福祉法）  

図 16 自立相談支援事業新規相談の年齢別構成比 

出所：弘前市就労自立支援室 
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図 17 民生委員児童委員活動状況推移 

図 18 １人当たり相談・支援件数活動日数の推移 
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（10）成年後見制度9（市長申立件数）の推移 

成年後見制度に関する取り組みのうち、市長による申立件数は、年度での増

減はあるものの増加傾向にあります。【図 19】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
9 成年後見制度 認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方に

ついて、本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援す

る制度。 
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図 19 市長申立件数の推移 

出所：社会福祉の概況 
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３ 地域福祉の課題 

（１）弘前市地域経営アンケート 

2017（平成 29）年度に実施した「弘前市地域経営アンケート」の調査では、

地域福祉等の実態について、以下のような回答が得られました。 

   

  社会福祉・サービスが充実し、障がいがある方が安心して生活できるまち

であると思う人の割合が約 3 割となっています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  生涯学習活動をしている市民は約 2 割にとどまっており、していない市民 

の割合が非常に高くなっています。 
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  町会や公民館、PTA・NPO・ボランティア団体などの地域の活動や行事に

参加している市民は約 3割で、参加していない市民が約 7割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  子どものための体験活動やラジオ体操などの育成活動・地域行事に参加し

たことのある市民は約 3 割となっています。 

 

  

参加 

している 
30.9% 

参加して 

いない 
69.1% 

無回答 
0.0% 

町会や公民館、ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランティア団体など

の地域の活動や行事に参加していますか 

参加した 

ことがある 
27.0% 

参加したこと

がない 
66.5% 

無回答 
6.5% 

青少年の健全育成活動（※）に 

参加したことがありますか。 

※子どものための体験活動やラジオ体操などの育成活動・ 

 地域行事をいいます。 
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子育てしやすいまちだと感じている市民の割合が約 4 割となっています。 

また、子育てに係る負担が軽減されていると感じている市民の割合は約 2

割となっており、その理由としては、「医療費の軽減に関する取り組みがなさ

れている」、「保育料等の軽減に関する取り組みがなされている」、「子育て支援

サービスや施設の数が充実している」と答えた方が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思う 
41.0% 

どちらとも 

いえない 
36.9% 

思わない 
14.2% 

無回答 
7.9% 

子育てしやすいまちだと思いますか。 
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市民と行政が同じ目的を持ち、パートナーとして、まちづくりに取り組んで

いることに「満足」と回答した市民の割合が約 2 割に留まっております。また、

「どちらともいえない」と感じている市民は 6 割を超えています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）弘前市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

2016（平成 28）年度に高齢者を対象に実施した「弘前市介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」では、高齢者等の状況について、以下のような回答が得ら

れました。 

グループ活動等に参加をしてみたいと思う割合は、一般高齢者が 55.7%、要

支援者10は 32.9%で、要支援者に比べて一般高齢者の参加意向は高くなってい

ます。 

一方で、企画・運営として参加してみたいかをたずねたところ、参加してみ

たいと答えた方の割合は、一般高齢者が 32.9%、要支援者は 16.3%で、参加

したくないと答えた方の割合は、一般高齢者が 59.2%、要支援者は 73.7%と

なっています。 

 

 

 

                                                   
10 要支援者 アンケート調査の集計上、何らかの介護や支援が必要と回答した 65 歳以上の

人と定義している。なお、一般高齢者は要支援者以外を指す。 

満足 
19.9% 

どちらとも 

いえない 
65.1% 

不満 
10.0% 

無回答 
0.0% 

市民と行政が同じ目的を持ち、パートナーとして、 

まちづくりに取り組んでいることについて 
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出所：弘前市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書 
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  自分が地域でできると感じている活動では、一般高齢者は「見守り、声か

け」のほか、「ゴミ出し」の割合が非常に高くなっています。 

  また、要支援者においても割合は少ないものの、地域でできると思ってい

る活動が多岐にわたっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出所：弘前市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書 

出所：弘前市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査報告書 
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（３）市政懇談会等 

  このほか、平成 28 年度に実施した「Ｍｙひろさき創生市民会議」11 や平

成 29 年度に実施した、「弘前市の新しい総合計画策定のための意見交換会（以

下「意見交換会」）」、「市政懇談会」で出された“地域福祉”に関する主な意

見は以下のとおりです。 

 

 手続きでいろいろな窓口に行くが、スムーズに手続きできないこともある。

総合案内みたいなものがあってもいい。（意見交換会） 

 福祉以外の人を加えて福祉に関することを考えてほしい。（意見交換会） 

 人口減少の中、サービスを提供するための財源の確保は厳しくなるため、福

祉で福祉を支えるというより、企業、商工などを交えたかたちで新しい仕組

み・やり方を考えなければならないと思う。障がいをもっと知ってもらえる

機会をもっと自然なかたちで、精神的にも参加しやすい環境を整えることが

大事。（意見交換会） 

 フィンランドでは「ネウボラ」という、妊娠期から一貫して母親をケアでき

るシステムがあり、全国的にも取組に向けた動きが出てきた。現在、当市で

は妊娠期又は産後のケアが行き届かないといった状況であり、一貫したケア

という部分ではなされていない現状であると思う。（意見交換会） 

 医療・保健・福祉どの分野でもそうだが、今は地域での生活が基盤になって

いる。病院でも、２、３週間で退院させて地域で生活してくださいとなって

いる。福祉の分野でも、児童・高齢・障がい、どの分野でも地域での生活が

ベースになっている。そのために何が必要かというと、地域でその人の生活

を支えるための地域力が必要になってくる。実際、地域の力の中で、町内会

組織は高齢化して地縁組織が弱くなってきているが、代替的な組織もできて

きている。そういった地縁に頼らない組織が地域にどんどん出ていくことに

よって、地域力そのものを創り出していく。あるいは地域の人も巻き込んで、

自発的な活動を巻き起こしていくことにもつながるかもしれない。（市民会

議） 

 高齢者の独り暮らしがどんどん増えていくと思うので、近所同士のネットワ

ーク構築が大事であり、自分の事として捉える意識が重要と考える。その意

識や姿勢を学校や地域との関わりの中で子どもたちにも見せ、広い心を持つ

ようにしていくべき。（意見交換会） 

 市民協働が近年叫ばれているが、人口減少、高齢化の影響もあり町会運営に

関し、金銭面と人的な部分で大変苦労しているが、そのような中、行政から

                                                   
11 Ｍｙひろさき創生市民会議 市が主催し、市民が主体となって、ふるさと弘前について、

新たな価値、魅力、資源等やまちづくりの方向性等について話し合う場。 
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の人的要請（健康づくりサポーターなど）が増えていると感じている。その

要請もいきなり、決まった後にその要請が来る。町会連合会などをその会議

に含めて、可能かどうか、一緒に検討するような配慮が必要。（意見交換会） 

 本来は、個々人や地域内で解決すべきものまで行政が担っていることが多々

あり、逆にないものねだりの人間を生み出しているのではないか。行政とし

て、何でもかんでも要望を受けるのではなく、毅然とした対応も必要であり、

自立していくことを行政が支援することが必要なのではないか。（意見交換

会） 

 地域のコミュニティではねぷたが重要。ねぷたには、好きな人が集まってく

る。自然に集まった人をどう繋ぎとめるか努力している。子ども会と一緒に

連携して取り組んでいる。（意見交換会） 
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４ 現状と課題のまとめ 

 

○包括的に受け止めるための相談体制の構築 

  子どもから高齢者までライフスタイルやライフステージに応じて健康でい

きいきと生活をおくることができるように、市では、子育て分野、障がい分

野、高齢分野など各分野において、福祉サービスの提供や相談に対応してい

ます。 

しかし、最近では、介護と育児を同時に行う「ダブルケア」や自立できない

事情を抱える 50 代の子を 80 代の親が支えるという親子の課題「8050」など

の複合的な課題もあります。これまでの体制に加え、既存の制度では支援を受

けることのできない方をしっかりと地域で把握し、必要に応じた支援を行うた

めの体制構築が求められています。 

 生活困窮や引きこもりなど、多様化する地域課題への対応 

 「待ち」の姿勢ではなく、早期発見・早期支援の実施の必要性 

 分野別・年齢別等の縦割りから丸ごとへの転換 

 医療・介護・予防・住まい・生活支援の包括的な確保の必要性 

 分かりやすい情報発信の検討 

 ☆制度の狭間への対応などの各分野横断的に対応可能な体制の構築 

 

○すべての人が参加する相互扶助の実現について 

  高齢者を対象とした「弘前市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、

高齢者自身が地域でできると思っている活動について質問したところ、割合

としてはあまり多くはありませんでしたが、その活動内容は「見守り・声か

け」「ゴミ出し」「掃除・洗濯」など多岐にわたっています。 

高齢者や障がい者は、支援される側として捉えられがちですが、能力・知識

や経験を生かすことで、支援の受け手が別の場面では支援する側になります。

包括的な支援の需要が見込まれる中においては、このような多様な主体の連携

体制の構築が求められています。 

 「支え手」「受け手」の関係を超えた支え合い 

 家族や地域における相互扶助機能の低下、地域住民のつながりの希薄化 

 地域住民が気軽に利用できる福祉活動の交流拠点づくりの必要性 

 ☆自助・互助・共助・公助を基本とした地域福祉の推進 
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○地域や福祉を担う人材の育成について 

  「弘前市地域経営アンケート」の調査では、町会や公民館、PTA・NPO・

ボランティア団体などの地域の活動や行事に参加している市民は約 3 割とな

っています。地域コミュニティの核となる町会の加入率は減少傾向にありま

す。一方で、市民参加型まちづくり 1%システム支援事業の事業支援数は増加

傾向にあり、市民主体による地域課題の解決や地域活性化に向けた機運の高

まりが見受けられます。 

地域で自立した生活を送るためには、行政によるサービス提供に加え、地域

での自主的・主体的な活動も必要です。人口減少や少子高齢化の進行により、

介護や医療といった福祉サービスを必要とする方は増加することが見込まれ

ます。質と量をともに維持・確保していくために、人材（担い手）の育成は喫

緊の課題ともいえます。 

 人口減少による地域の人材（担い手）不足の顕著化と地域基盤の脆弱化 

 地域活動への関心の低下 

 地域活動と地域活動への参加を希望する地域住民とのミスマッチング 

 自主的な活動による地域コミュニティの活性化 

 ☆地域コミュニティの強化や新たな人材の発掘 

 

○個人に寄り添った福祉サービスの提供 

 平均寿命は全国平均より短い状況にありますが、平均寿命は男女とも長くな

っています。このような中にあって、高齢期を健康でいきいきと生活を送るた

めには、健康寿命を延伸させていくことが重要です。当市では、団塊の世代が

後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年には、人口の 5 人に 1 人が後期高齢者

になると見込まれています。自立支援介護の推進に向けた取組をしていますが、

介護予防と日常的な健康づくり活動を推進する必要があります。また、高齢化

により認知症高齢者等の増加も見込まれます。認知症の方や障がいがある方が

地域で安心して暮らすことができるように、適切な財産管理や福祉サービス等

の契約など、成年後見制度の活用を含めた権利擁護体制の充実を図る必要があ

ります。 

 健康で生きがいのある生活が送れるサービスの提供 

 高齢化に伴い高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が増加 

 住み慣れた地域で暮らすために必要とされるサービスの提供 

 高齢者・障がい者・児童の横断的な福祉施設の活用 

 ☆支援を必要とする人の権利が尊重され、適切なサービスを受けられる体制

の整備 



 

 

  

第３章 基本理念と基本目標 

１ 基本理念 

２ 基本目標 

３ 施策の体系 

４ 施策と評価指標 
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１ 基本理念 

 

 

ともに支え合い  

誰もがいきいきと暮らせる 

地域共生社会の実現 
 

 

 

 

地域の一人ひとりが 

住み慣れた地域12で 

互いを認め、支え合いながら 

 ともに生きるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 中学校区のエリアを指す。 
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２ 基本目標 

  

 

 

 

 

    地域において、世帯丸ごとの課題解消や社会的孤立の予防の

ため、福祉以外の分野との協働も含めた包括的な相談体制の構

築や社会参加を促進するための社会基盤の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

    地域において、誰もが役割を持ちお互いに支え合っていくこ

とができる地域共生社会の創造と、地域での福祉活動を行うた

めの環境の整備を進めていきます。 

  

 

 

 

 

    地域において、福祉活動を推進できる人材の育成や住民一人

ひとりの意識の向上を推進するとともに、地域コミュニティの

強化や新たな社会資源の掘り起こしを行います。 

 

 

 

 

 

    高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者など

全ての個人の権利が尊重され、誰もが公平かつ適切な福祉サー

ビスを受けられる体制の充実を図ります。 

  

基本目標１ 社会全体で支える地域福祉の推進 

基本目標２ 地域で支え合う環境づくりの促進 

基本目標３ 地域福祉を支える担い手の育成・確保 

 

基本目標４ 包括的なサービスの提供 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

☆１）福祉意識の醸成 

☆２）多様な担い手の育成 

３）地域行事等を通じた市民交流の促進 

 

 

☆１）地域課題の解決力の強化 

２）地域での見守りと助け合いネットワークの充実 

３）災害時の要支援者の把握と支援体制の整備 

 

☆１）相談体制の充実と関係機関の連携強化 

☆２）保健・医療・福祉の一体的連携 

３）情報提供体制の充実 

 

１）健康寿命の延伸 

２）自立支援と権利擁護の推進 

３）きめ細かなサービスの提供と質の向上 

４）社会活動への参画支援 

基本目標３ 地域福祉を支える担い手の育成・確保 

ともに支え合い 誰もがいきいきと暮らせる 地域共生社会の実現 

基本目標２ 地域で支え合う環境づくりの促進 

基本目標１ 社会全体で支える地域福祉の推進 

基本目標４ 包括的なサービスの提供 

☆：特に重点的に取り組む事項 
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４ 施策と評価指標 

 

基本目標１ 社会全体で支える地域福祉の推進 

 

☆１）相談体制の充実と関係機関の連携強化 

    既存の相談支援機関では対応が難しい複合的で複雑な課題や制度の狭

間にある課題等に対応するため、福祉分野以外との連携も強化し、相談

支援体制の充実を図ります。 

 

☆２）保健・医療・福祉の一体的連携 

    赤ちゃんから高齢者、障がいがある方など全ての人が、住み慣れた地

域で安心して生活ができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構

築を目指します。 

 

 ３）情報提供体制の充実 

    市民が安心して福祉サービスを利用できるよう、各種制度の PR や福祉

に関する情報やサービスの提供について、広報、ホームページ、SNS 等

の充実や、福祉関係団体等からの情報発信を行います。 

 

◎評価指標 

評価指標 
基準値 

（2017 年度） 

目標値 

（2022 年度） 

ひろさき生活・仕事応援センターへの相談から

1 年以内に生活保護を受給していない割合 

（相談者のうち、初回相談の翌年度末までに生

活保護を受給していない割合） 

88.8% 

（2016 年度） 
調整中 

広報活動により情報を入手し行動に移した（役

に立ったと思った）割合 
64.3% 

2018 年度 

取得 

 

 

基本目標２ 地域で支え合う環境づくりの促進 

 

☆１）地域課題の解決力の強化 

    地域での生活課題を住民等自らが把握し解決を試みることができるよ

う、様々な分野の住民が相互に交流できる機会の提供や、地域での福祉
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活動を活性化させていくための研修会等を開催し、地域の住民全てが参

加・協働する地域を創ります。 

 

 ２）地域での見守りと助け合いネットワークの充実 

    地域住民による見守り等の福祉活動への積極的な参画を促進するとと

もに、居場所づくりや民生委員等への活動支援を行い、住民同士が支え

合う地域活動の活性化を図ります。 

 

 ３）災害時の要支援者の把握と支援体制の整備 

    避難行動要支援者の把握や福祉避難所など地域における防災体制や、

防犯・交通安全対策の充実を図ります。 

 

◎評価指標 

評価指標 
基準値 

（2017 年度） 

目標値 

（2022 年度） 

市民参加型まちづくり 1％システム支援事業に

おける新規事業の採択数 
30 件 調整中 

「高齢者ふれあい居場所」の開設数 5 箇所 調整中 

 

 

基本目標３ 地域福祉を支える担い手の育成・確保 

 

☆１）福祉意識の醸成 

    地域における福祉活動を推進するため、地域に出向いての福祉に関す

る講座の実施や、高齢者疑似体験を実施することにより、福祉を必要と

する人への理解と思いやりの心を育てます。 

 

☆２）福祉の担い手づくり 

    人材の育成や担い手の確保のため、成年後見の申立件数の増加に対応

できる体制の構築や市民への福祉に関する総合相談、ボランティアの養

成などの福祉活動への参加促進、男女共同参画の推進のほか、高齢者の

就労機会創出に伴う関係団体への助成や支援を行います。 
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 ３）地域行事等を通じた市民交流の促進 

    世代を超えた交流を進め、高齢者の認知症の予防や高齢者等の外出機

会の創出による引きこもりの予防と生きがいづくりに取り組み、地域コ

ミュニティの活性化を促進します。 

 

◎評価指標 

評価指標 
基準値 

（2017 年度） 

目標値 

（2022 年度） 

市民後見人養成研修の受講者数（累計） 54 人 調整中 

町会や公民館、PTA・NPO・ボランティア団体

などの地域活動や行事に参加している市民の

割合 

29.8％ 調整中 

 

 

基本目標４ 包括的なサービスの提供 

   

 １）健康寿命の延伸 

    各種健（検）診や保健指導を行い、疾病予防及び早期発見・早期治療

を促すとともに、健康で暮らせる生活習慣の定着に向けた取組を推進し、

健康寿命の延伸を図ります。 

 

 ２）自立支援と権利擁護の推進 

    住み慣れた地域で暮らせるよう、年齢や障がいの有無に関係なく福祉

サービスを受けられる体制の整備や、虐待等の防止に係る取組を推進し

ます。 

 

 ３）きめ細かなサービスの提供と質の向上 

    地域住民一人ひとりが求める福祉ニーズに適切に対応するとともに、

福祉サービスの質の向上を図り、複合的な課題にも対応した利用しやす

いサービスの提供体制を構築します。 

 

 ４）社会活動への参画支援 

    高齢者や障がい者など、市民の誰もが積極的に社会活動に参画するこ

とができるよう、生活する上での移動に制約を受けないで安全・安心・

快適に暮らせるまちづくりを推進します。 
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◎評価指標 

評価指標 
基準値 

（2017 年度） 

目標値 

（2022 年度） 

自らを健康だと思う市民の割合 81.1％ 調整中 

社会福祉・サービスが充実し、障がい者が安心

して生活できるまちであると思う市民の割合 
27.2％ 調整中 

 

☆：特に重点的に取り組む事項 

 

 



 

 

 

第４章 計画推進のための方策 

１ 計画推進のための体制 

２ 計画の周知と進捗状況の公表 

３ 地域住民、事業者、行政の協働と 

  それぞれの役割分担 
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１ 計画推進のための体制 

 地域福祉計画に掲げる施策、事業の推進にあたっては、地域住民の目線に立

って、より効果的、効率的な事業手法を検討する必要があります。 

 そのため、地域住民と密接なつながりを持ちながら、その中心的役割を担う

社会福祉協議会や民生委員等との連携を図り、地域課題の把握と対策を確認し

ながら事業を進めます。 

 また、福祉サービス事業者との連携はもちろんのこと、福祉分野以外との連

携も深め、サービスの質の向上や、様々なニーズに適切に対応できる体制づく

りにつなげていくことも重要です。 

 このように、「自助・互助・共助・公助」の取組が相互に補完し合うことで、

地域福祉の更なる充実が図られるよう、計画を推進していきます。 

 

 

 

２ 計画の周知と進捗状況の公表 

 地域福祉の推進には、地域住民や事業者と行政との協働による取り組みが欠

かせないものとなっています。本計画は、多くの地域住民に知っていただく必

要があるため、市のホームページや広報誌への掲載など、あらゆる機会を通じ

て計画の周知に努めます。 

 また、地域福祉計画を実行性のあるものとして推進していくために、庁内関

係部局と連携を図り、執行状況や推進上の問題点を的確に把握するとともに、

弘前市社会福祉問題対策協議会の意見を踏まえながら計画の進行管理や評価を

行って、公表していきます。 

 

 

 

３ 地域住民、事業者、行政の協働とそれぞれの役割分担 

○地域福祉の推進には、地域住民、事業者、行政が互いに連携し、それぞれの

役割を果たしながら一体となって取り組んで行くことが必要です。 

○地域福祉計画は行政の施策、事業を中心に構成されていますが、以下に地域

住民、事業者、行政それぞれの役割を明示し、努力目標として位置づけしま

す。 
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◇地域住民の役割 

一人ひとりが、地域社会を支える構成員であり、地域福祉の担い手であるこ

とを認識し、地域と関わり続けることが必要です。 

 地域住民同士の日常的な交流 

 町会や地域で活動する団体などの関心を持ち、活動への理解を深める 

 地域活動、ボランティアなどへの参加 

 見守り、声掛けなどの福祉活動への参加 

 地域を担う人材の発掘 

 サービスの受け手に止まらず、担い手として提供する側として積極的に地域

に関わっていく意識の醸成 

 ひとりで解決できない問題や悩み、不安などの、身近にいる方や相談機関へ

の相談 

 

◇事業者の役割 

 地域福祉のニーズに対応するために、事業者の主体的な取組や行政との連携

などを通して、まちづくりに関わることが必要です。 

 従業員が地域の構成員としてボランティア等に参加しやすい環境づくり 

 見守り、声掛けなどの福祉活動への協力 

 障がい者、高齢者等の地域住民の活躍の場を提供するなど、社会貢献活動の

積極的な推進 

 

◇行政の役割 

地域福祉のニーズをしっかりと把握し、社会福祉協議会をはじめ地域の事業

者やＮＰＯ法人などの各種団体と連携・協力を図りながら、地域福祉を推進す

るための仕組みを確立することが必要です。また、行政内部においても、健康・

福祉分野のみならず、あらゆる分野との部局横断的な連携強化を図ることが必

要です。 

 地域活動を展開する団体の掘りおこし 

 地域活動団体と行政との連携、団体間のネットワークづくり 

（地域住民が活動への興味を持ち、参加へつなげるきっかけづくり） 

 地域福祉や権利擁護などについて理解を深めるための機会の提供 

 地域ニーズを把握した質の高い福祉サービスの提供 

 地域住民の様々な課題に対応した横断的な相談体制の整備 

 関係機関、専門機関との平素からの連携体制 

 積極的な情報発信 


